
主　　な　　目　　的

 避難口の位置の明示

　　　分を除く。）。

　　　　である。

　　⑵　階段または傾斜路の部分（政令別表第一⑴項から(16の3)項）

区　分

避難口誘導灯

　　　誘導灯告示」という。）第３の２により，高輝度蓄光式誘導標識等が設けられた部

　　　ア　誘導灯については，避難口誘導灯，通路誘導灯および客席誘導灯の３つに区分

　　　　されるが，それぞれの設置場所ならびに主な目的は，第16－１表のとおりである。

設　置　場　所

 避難口(その上部または直

 近の避難上有効な箇所）

第16－１表

第16節　誘導灯および誘導標識

　　⑴　階段または傾斜路以外の部分(政令別表第一⑴項～⒃項）

　　　　こと。

　１　誘導灯および誘導標識の設置を要しない防火対象物またはその部分について

　　　誘導灯および誘導標識の設置を要しない防火対象物またはその部分については，政

　　令第26条第１項ただし書および省令第28条の２の規定によるほか，次によること。

　　　ア　主要な避難口の視認性および主要な避難口までの歩行距離により，誘導灯およ

　　　　び誘導標識の免除要件が規定されているが，設置免除の単位は「階」であり，当

　　　　該要件への適合性も階ごとに判断するものであること。また，地階（傾斜地で避

　　　　難階に該当するものを除く。）および無窓階は，当該免除要件の対象外であるこ

　　　イ　省令第28条の２に規定する「容易に見とおし，かつ，識別することができる」

　　　　について，同条第２項の規定により，通路誘導灯を免除する場合には，主要な避

　　　　難口に設けられた避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分が存する必要がある

　　　　かつ，識別できるものとする。

　　　　ことをいう。ただし，避難口や誘導灯が視認できない場合であっても，人が若干

　　　　とは，建築物の構造，什器等の設置による避難口または誘導灯の視認障害がない

　　　ウ　省令第28条の２第１項の規定に適合しない階（避難口誘導灯の設置を要する階）

　　　　移動（おおむね３ｍ以内）することにより視認できる場合は，容易に見とおし，

　　　置を要しない。ただし，３．⑵に掲げる防火対象物のその主要な避難経路等に設け

　　　エ　階段または傾斜路以外の部分における免除要件に係る例図は，別紙１のとおり

　　⑴　誘導灯の区分

　　　　階段または傾斜路のうち，建基令第126条の４に規定される「非常用の照明装置」

　　　が，当該建基令の技術基準に適合して設置され，避難上必要な照度が確保されると

　　　ともに，避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合には，通路誘導灯の設

　　　る非常用の照明装置にあっては，60分間以上作動できる予備電源容量を有するもの

　　　に限る（「誘導灯および誘導標識の基準（平成11年消防庁告示第２号）」（以下「

　２　誘導灯の設置・維持について

　　よること。

　　　誘導灯の設置・維持については，政令第26条第２項（第５号を除く。），省令第28

　　条および第28条の３（第５項を除く。）ならびに誘導灯告示の規定によるほか，次に

　　　　と。
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避難の方向の明示

 避難上必要な床面照度の確保

　　　　Ｂ級，Ｃ級に細区分されていること。

第16－２表

0.2以上0.4未満

第16－３表

電源の別

非常電源
 避難口誘導灯

避難口誘導灯 Ｂ級 0.2以上0.4未満 10以上

100以上300未満

 通路誘導灯 150以上400未満

Ｃ級 0.1以上0.2未満 1.5以上

 階段または傾斜路に設

 けるもの以外のもの

 

 廊下，階段，通路その他 

　　⑵　誘導灯の有効範囲

Ｃ級 0.1以上0.2未満 5以上

　　　　16－３表参照）。

150以上800未満

　　　　　また，誘導灯の誘目性（気付きやすさ）や表示面のシンボル，文字等の見やす

　　　　さを確保する観点から，区分に応じた平均輝度の範囲が限定されていること（第

区　　　　分
平　均　輝　度

（メートル） （カンデラ）

Ａ級

・避難上必要な床面
照度の確保
・避難の方向の確認

13以上

300以上1000未満

　　　　避難口誘導灯および通路誘導灯（階段または傾斜路に設けるものを除く。）の有

　　　効範囲は，当該誘導灯までの歩行距離が，アまたはイに定める距離のうち，いずれ

　　　ア　第16－４表の左欄に掲げる区分に応じ，同表の右欄に掲げる距離

　　　　ときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。）により，それぞれＡ級，

 政令別表第一⑴項に掲げる
 防火対象物および当該用途
 に供される部分の客席

客席誘導灯

 階段または傾斜路に設
通路誘導灯

常用電源

 避難口誘導灯 Ａ級 350以上800未満

Ｂ級 250以上800未満

Ｃ級

通路誘導灯 Ｂ級

　　　かの距離以下となる範囲とする。

（カンデラ毎平方メートル）

 通路誘導灯

Ｃ級

Ａ級

　　　　ついては，第16－２表の左欄に掲げる区分に応じ，同表の中欄に掲げる表示面の

　　　　縦寸法および同表の右欄に掲げる表示面の明るさ（常用電源により点灯している

区　　　　分
表示面の縦寸法

Ａ級 0.4以上 60以上

表示面の明るさ

　　　イ　避難口誘導灯および通路誘導灯（階段または傾斜路に設けるものを除く。）に

 けるもの

 避難上の設備がある場所

 

0.4以上 50以上

400以上1000未満

Ｂ級 350以上1000未満
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15

20

15

10

 Ｃ級＊

（メートル）
区　　　　　　　　　　　分

距　離

避難の方向を示すシ

 避難口誘導灯

ンボルのあるもの

第16－４表

Ｂ級 避難の方向を示すシ
30

ンボルのないもの

150
ないもの

避難の方向を示すシンボルの
100

あるもの

 通路誘導灯 50

20

Ａ級 避難の方向を示すシ
60

ンボルのないもの

　ンボルについて一定の大きさを確保する観点から，避難の方向を示すシン

 通路誘導灯  Ａ級

 Ｂ級

 Ｃ級

注：表示面の縦寸法Ａ級は0.4ｍ，Ｂ級は0.2ｍ，Ｃ級は0.1ｍのものを基本

避難の方向を示すシ
40

ンボルのあるもの

　　 【算定例】

　　　　ａ　区分：避難口誘導灯Ａ級（避難の方向を示す

　ボルの併記は認められていないこと。

　　とする。

＊　避難口誘導灯のうちＣ級のものについては，避難口であることを示すシ

　　　イ　次の式に定めるところにより算出した距離

　　　 Ｄ＝kh

       Ｄ：歩行距離（単位：メートル）

　　　　  ｈ：避難口誘導灯または通路誘導灯の表示面の縦寸法（単位：

　　　     メートル）

　　　    ｋ：第16－５表の左欄に掲げる区分に応じ，それぞれ同表の

　　　 　　右欄に掲げる値

第16－５表

区　　　　　　　分 ｋの値

避難口誘導灯

避難の方向を示すシンボルの

【3-16】-3



　　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合は除く。

　　　　　　されている場合は，誘導標識とすることができる。

　　　 (イ) 通路誘導灯

　　　　　ａ　曲り角

　　　　　ｅ　地階へ通じている直通階段の階段室から避難階の廊下等へ通ずる出入口（

　　　 (ア) 避難口誘導灯

　　　　　ｂ　(ア)ａおよびｂに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の

　　　　　　戸に誘導標識が設けられ，かつ，当該誘導標識を識別することができる照度

　　　ウ　誘導灯を容易に見とおすことができない場合または識別することができない場

　　　　合の具体的な例図は，別紙２のとおりである。

　　　エ　誘導灯の有効範囲は，表示面の裏側には当然及ばないものであること。

　　　ア　避難口誘導灯および通路誘導灯は，各階ごとに次に定めるところにより，設置

　　　　することとし，その具体的な例図は，別紙３および別紙４のとおりであること。

　　　　　ａ　屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては，

　　　　　ｂ　直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては，当該附室の出

　　　　　ｆ　不活性ガス消火設備等の防護区画からの出入口には，避難口誘導灯を設け

　　　　　　　こと。

　　　　　　当該附室の出入口）

　　　　　　入口）

　　　　　　し，次の要件に適合する居室の出入口を除く。

　　　　　ｄ　ａまたはｂに掲げる避難口に通ずる廊下または通路に設ける防火戸で直接

　　　　　　手で開くことができるもの（くぐり戸付きの防火シャッターを含む。）があ

　　　　　　⒜　室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし，かつ，識別する

　　　　　　⒝　当該居室の床面積は100㎡（主として防火対象物の関係者および関係者

　　　　　　る場所。ただし，自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火

　　　　　　　ことができること。

　　　　　　避難経路になるものに限る。）

　　　　　ｃ　ａまたはｂに掲げる避難口に通ずる廊下または通路に通ずる出入口。ただ

　　　　　　100×0.3＝30ｍ

　　　　ｃ　区分：通路誘導灯Ａ級

　　　　　　表示面縦寸法：0.5ｍ

　　　　　　50×0.5＝25ｍ

　　　　　　　に雇用されている者の使用に供するものにあっては，400㎡）以下である

　　　　　　150×0.5＝75ｍ

　　　　ｂ　区分：避難口誘導灯Ｂ級（避難の方向を示す

　　　　　　シンボルあり）

　　　　　　表示面縦寸法：0.3ｍ

　　⑶　誘導灯の設置位置等

　　　　　　ること。ただし，非常用の照明装置が設置されているなど十分な照度が確保

　　　　　　シンボルなし）

　　　　　　表示面縦寸法：0.5ｍ
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　　　　　に供される場所」に設置する場合

　　　　　ては別紙６により運用すること。

　　　　かつ，他の出入口がないものに限る。）にあっては，矢印付きのものを廊下の屈

　　　ア　避難口誘導灯および通路誘導灯（階段または傾斜路に設けるものを除く。）に

第16－１図

　　　 (イ) 「外光により避難口または避難の方向が識別できる場所」に設置する場合

　　　イ　階段または傾斜路に設ける通路誘導灯についても，前ア(ア)および(イ)に掲げ

　　　　る場合にあっては，これらの例により消灯することとしてさしつかえない。

　　　　誘目性（気付きやすさ）の確保の観点から，防火対象物またはその部分の用途お

　　　　折部分に設置すること。

　　　　経路が明らかな）近接した位置に二重に設ける必要はないこと。

　　⑸　設置場所に応じた誘導灯の区分

　　　 (ウ) 「利用形態により特に暗さが必要である場所」に設置する場合

　　　　の感知器の作動と連動して点灯し，かつ，当該場所の利用形態に応じて点灯する

　　　　ように措置されているときは，消灯できること。

　　　 (ア) 当該防火対象物が無人である場合

　　⑷　誘導灯の点灯・消灯

　　　　　ｃ　ａおよびｂのほか，廊下または通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内

　　　　　　の部分を除く。）を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

　　　イ　避難口誘導灯は，避難口の上部や同一壁面上の近接した箇所のほか，避難口前

　　　　ついては，常時点灯が原則あるが，次に掲げる場合であって，自動火災報知設備

　　　　方の近接した箇所など，当該避難口の位置を明示することができる箇所に設置す

　　　ウ　屋内から直接地上へ通ずる出入口または直通階段の出入口に附室が設けられて

　　　　いる場合にあっては，避難口誘導灯は当該附室の出入口に設ければよく，（避難

　　　エ　直通階段（屋内に設けるものに限る。）から避難階に存する廊下または通路に

　　　　通ずる出入口には，避難口誘導灯を設けること。

　　　オ　省令第28条の２第２項第１号の規定に適合しない防火対象物またはその部分に

　　　　あっても，廊下または通路の各部分が避難口誘導灯の有効範囲内に包含される場

　　　　合にあっては，通路誘導灯の設置を要しないとされており，具体的な例図は第16

　　　カ　避難口誘導灯および通路誘導灯を省令第28条の３第３項の規定に従って設置す

　　　　る場合の手順については，別紙４を参考とするものであること。

　　　　　　箇所

　　　　ること。ただし，廊下等から屈折して避難口に至る場合（おおむね３ｍ以内で，

　　　　－１図のとおりであること。

　　　 (エ) 「主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用

　　　　　　なお，誘導灯の消灯対象については別紙５，誘導灯の点灯・消灯方法につい

居室

通路誘導灯不要

廊下

通路誘導灯不要
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　　　ア　階段または傾斜路にあっては通路誘導灯，客席にあっては客席誘導灯により，

第16－６表

防火対象物の区分
設置することができる誘導灯の区分

避難口誘導灯 通路誘導灯

政令別表第一⑽項，(16の2)項また ○Ａ級 ○Ａ級

　　　よび規模に応じて，設置する誘導灯の区分が，第16－６表のとおり限定されている。

○Ｂ級（表示面

　　　　避難上必要な床面照度の確保が図られていること。

をその有効範囲

の階または同表⒃項イに掲げる防 点滅機能を有す ※　廊下に設置

火対象物の階のうち，同表⑴項か るもの）

内の各部分から

1,000㎡以上のもの 容易に識別する

は(16の3)項に掲げる防火対象物 ○Ｂ級（表示面

○Ａ級

する場合であっ

ら⑷項までもしくは⑼項イに掲げ

　たはロに掲げる避難口についてのみ設置可能とされていること（

政令別表第一⑴項から⑷項までも の明るさが20以 の明るさが25以

しくは⑼項イに掲げる防火対象物 上のものまたは 上のもの）

分が存する階で，その床面積が

きは，この限り

でない。

上記以外の防火対象物またはその

　　　　の中心線の照度が１㏓以上となるように設けることとされており，具体的な例図

＊　点滅機能を有する誘導灯は，省令第28条の３第３項第１号イま

て，当該誘導灯

る防火対象物の用途に供される部

　　⑺　誘導灯に設ける点滅機能または音声誘導機能

○Ｃ級 ○Ｃ級

ことができると

○Ａ級

　省令第28条の３第４項第６号イ）。

　　⑹　誘導灯による床面照度

　　　イ　階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては，踏面または表面および踊場

　　　　は第16－２図のとおりであること。

第16－２図

○Ｂ級 ○Ｂ級部分

ＵＰ

ＤＮ

中心線上で１ルクス以上
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      ア　誘導灯に設ける点滅機能または音声誘導機能は，当該階における避難口のうち，

　　　　７によること。

　　　ア　屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては，当

　　　イ　直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては，当該附室の出入口）

　　　　　で雑踏，照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分

　　　 (ウ) その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる

　　　ア　誘導灯の視認性（見通し，表示内容の認知，誘目性）を確保する観点から，誘

　　　　を設置すること。

　　　　導灯の周囲には，誘導灯とまぎらわしいまたは誘導灯をさえぎる灯火，広告物，

　　　イ　設置場所の用途，使用状況等から，誘導灯の周囲にその視認性を低下させるお

　　　　それのある物品の存在が想定される場合には，あらかじめ視認性の高い誘導灯を

　　　ウ　避難階の廊下および通路（アの避難口に通ずるものに限る。）

　　　エ　直通階段

　　　経路に設けるものについて，容量60分間以上とすること。

　　　　には設けてはならない。

　　　　るが，次に掲げる防火対象物またはその部分には，これらの機能を有する誘導灯

　　　　　弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分

　　　 (イ) 百貨店，旅館，病院，地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物

　　　　避難上特に重要な最終避難口（屋外または第１次安全区画への出入口）の位置を

　　　　更に明確に指示することを目的とするものであること。このため，省令第28条の

　　　　３第３項第１号イまたはロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯

　　　　もの。

　　 　(ア) 延べ面積が50,000㎡以上

　　　であること。

　　　イ　点滅機能または音声誘導機能の起動，停止等の具体的な運用については，別紙

　　⑴　非常電源については，蓄電池設備によるものとし，その容量を有効に20分間作動

　　⑵　次のいずれかに該当する規模・高層等の防火対象物にあっては，その主要な避難

　　　（イ）地階を除く階数が15以上であり，かつ，延べ面積が30,000 ㎡以上

　　　ウ　点滅機能または音声誘導機能の付加は任意（点滅機能にあっては，省令第28条

　　　　の３第４項第３号の規定に適合するための要件となっている場合を除く。）であ

　　　イ　政令別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの。

　　⑶　非常電源の容量を60分間以上としなければならない主要な避難経路は，次の場所

　　　　　部分

　　⑻　誘導灯の周囲の状況

　　　　掲示物を設けないこと。

　　　　選択するなど所要の対策を講じること。

　３　非常電源

　　　できる容量以上とすること。

　　　　該附室の出入口）

　　　 (ア) 政令別表第一⑹項ロおよびハに掲げる防火対象物のうち，視力または聴力の

　　　ア　政令別表第一⑴項から⒃項までに掲げる防火対象物で，次のいずれかを満たす
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　　　　　過した後の高輝度蓄光式誘導標識の表示面において，おおむね100mcd／㎡以上

　　⑷　非常電源の容量を60分間以上とする場合，20分間を超える時間における作動に係

　　　る容量にあっては，蓄電池設備のほか自家発電設備によることができる。

　　　　　ために必要な照度」としては，停電により通常の照明が消灯してから20分間経

高輝度蓄光式誘導標識 200

　　⑸　非常電源の容量は，誘導灯に設ける点滅機能および音声誘導機能についても必要

　　　総合操作盤は，省令第28条の３第４項第12号の規定により設けること。

　　　表示面の平均輝度は，第16－７表の左欄に掲げる種別に応じて中欄に掲げる照度に

　　　であること。

　　　　　照度を目安とすること（第16－８表参照）。

第16－７表

種　　　　別

　　　JIS Z 8716の常用光源蛍光ランプＤ６５により，照度200㏓の外光を20分間照射し，

　　に誘導灯告示によるほか，次によること。

　　より照射した場合に右欄に掲げる輝度を有するものであること。

常用光源蛍光ランプ 照射終了20分後の輝度

Ｄ６５の照度（単位：㏓）

　　第２項第２号，第３項第３号，省令第28条の３第４項第３号の２および第10号ならび

　　⑴　共通事項

　　  ア  蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度等

100以上

100
る高輝度蓄光式誘導標識

　　　　　は，60分間経過した後の表示面がおおむね75mcd／㎡以上）の平均輝度となる

150以上

　４　総合操作盤

　５　蓄光式誘導標識の表示面の平均輝度

蓄光式誘導標識 200 24以上

　　　　　（省令第28条の２第１項第３号，第２項第２号および第３項第３号の規定にお

　　　　　いて，高輝度蓄光式誘導標識を設ける避難口から当該居室内の最遠箇所までの

　　　　　歩行距離がおおむね15ｍ以上となる場合にあっては，20分間経過した後の表示

　　　　　面がおおむね300mcd／㎡以上，省令第28条の３第４項第10号の規定において，

　　　　　通路誘導灯を補完するものとして高輝度蓄光式誘導標識を設ける場合にあって

　　導標識（以下「高輝度蓄光式誘導標識」という。）は，省令第28条の２第１項第３号，

       (ア) 誘導灯告示第３第１号⑶および第３の２第４号に規定する「性能を保持する

　　その後20分経過した後における表示面が100mcd／㎡以上の平均輝度を有する蓄光式誘

（単位：mcd／㎡）

　６　蓄光式誘導標識の設置および維持管理は，次によること。

告示第５第３号⑷に規定す
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　　　　　できない場合にあっては，誘導灯または光を発する帯状の標示等により誘導表

　　　　　　こと。

　　　　　　る等）ことから，特に留意すること。

　　　　　のではないこと。

　　　イ　床面またはその直近に設ける高輝度蓄光式誘導標識

       (イ) 前(ア)の照度は，①高輝度蓄光式誘導標識の性能，②照明に用いられている

　　　　　光源の特性（特に，蓄光材料の励起に必要となる紫外線等の強度）に応じて異

　　　　　なるものであることから，別紙８の例により試験データを確認する等して，こ

       (ウ) 無人の防火対象物またはその部分についてまで，照明器具の点灯を求めるも

       (エ) 高輝度蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度を確保することが

第16－８表

　　　　　であること（別紙９．図１参照）。

照明が消灯してから20分間経過した後の

輝度（単位：mcd／㎡）

　　　　　示を行うことが必要であること。

　　　　　　これにあたり，主な光源の種別に応じた留意点等は，次のとおりであること。

　　　　　ａ　一般的な蛍光灯による照明下において，高輝度蓄光式誘導標識が設けられ

　　　　　　ており，当該箇所における照度が200㏓以上である場合には，停電等により

　　　　　導灯告示別図第２）の向きを，避難時の上り・下りの方向に合わせたものとす

       (イ) 階段，傾斜路，段差等のある場所において，転倒，転落等を防止するため，

　　　　　その始点および終点となる箇所に，高輝度蓄光式誘導標識を設けること。この

号の２
個室型遊興店舗 おおむね100mcd／㎡以上

おおむね15ｍ以上となる場合にあっては

おおむね300mcd／㎡以上）

　　　　　　の表示面が100mcd／㎡以上の平均輝度となるものとみなしてさしつかえない

　　　　　ｂ　開発普及が進んでいる新たな光源は，従来の蛍光灯と特性が大きく異なる

　　　　　　場合がある（例えば，現在流通しているＬＥＤ照明器具は，可視光領域での

省令第28条の２第１項第３

防火対象物の区分

省令第28条の３第４項第３

　　　　　場合において，高輝度蓄光式誘導標識上の「避難の方向を示すシンボル」（誘

小規模な路面店等

おおむね100mcd／㎡以上（避難口から当

号，第２項第２号および第 該居室内の最遠の箇所までの歩行距離が

３項第３号

　　　　　　通常の照明が消灯してから20分間経過した後における高輝度蓄光式誘導標識

       (ア) 誘導灯告示第３の２第２号に規定する「床面またはその直近の箇所」とは，

　　　　　床面または床面からの高さがおおむね１ｍ以下の避難上有効な箇所をいうもの

　　　　　　照度が同レベルであっても紫外線強度は蛍光灯より小さいものが一般的であ

省令第28条の３第４項第10

大規模・高層の防火対象物等

おおむね100mcd／㎡以上（照明が消灯

号 してから60分間経過した後の表示面が

おおむね75mcd／㎡以上）

　　　　　れらの組合せが適切なものとなるようにする必要があること。
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ｄ'

　　　　　ることも考えられること（別紙９．図２参照）。

≧

       (ウ) 誘導灯告示第３の２ただし書に規定する「その他の方法」として，蓄光式誘

　　　　　導標識または前(ア)の「帯状の標示」を補完するものは，次によること。

　　　　　こと。

Ｌ

　　　　　⑴に規定されているが，蓄光材料には水等の影響により著しく性能が低下する

　　　　　ものもあることから，床面，巾木等に設ける高輝度蓄光式誘導標識で，通行，

　　　　　清掃，雨風等による摩耗，浸水等の影響が懸念されるものにあっては，耐摩耗

　　　　　してから20分間（省令第28条の３第４項第10号の規定において通路誘導灯を補

　　　　　完するものとして設ける場合にあっては60分間）経過した後における当該表示

　　　　　面の平均輝度が，おおむね次式により求めた値を目安に確保されるようにする

　　　　　誘導灯を免除することはできないこと。

       (イ) 前(ア)に掲げる光を発する帯状の標示等は，停電等により通常の照明が消灯

　　　　　　紙10．図１参照）。

　　　　　　図２参照）。

Ｌ'

　　　ア　小規模な路面店等（避難が容易な居室における誘導灯等の免除関係）

　　　　　を用いるもの（前(イ)に掲げる時間に相当する容量の非常電源を有するものに

　　　　　示することが必要であること（別紙10．図１参照）。

　　　　　　また，当該標示を用いる場合にあっても，所期の性能が確保されるよう前ア

　　　　　り角等の必要な箇所において高輝度蓄光式誘導標識等により，避難の方向を明

　　　　　性や耐水性を有するものを設けること。

100

　　　　　 ｄ'　　：当該標示の幅（mm）

　　　　　(ア)，イ(ア)および(ウ)の例等により適切に設置および維持するとともに，曲

　　　　　 Ｌ'　　：当該標示の表面における平均輝度（mcd／㎡）

　　　　　 Ｌ　　 ：２（mcd／㎡）

　　　　　高輝度蓄光式誘導標識が設けられていることをもって，当該箇所における通路

　　　ウ　光を発する帯状の標示等を用いた同等以上の避難安全性を有する誘導表示

       (ア) 誘導灯告示第３の２ただし書に規定する「光を発する帯状の標示」とは，次

　　　　　ａ　通路の床面や壁面に避難する方向に沿ってライン状に標示を行うもの（別

　　　　　ｂ　階段等の踏面において端部の位置を示すように標示を行うもの（別紙10．

　　　　　によること。

       (ウ) 誘導標識の材料は，「堅ろうで耐久性のあるもの」と誘導灯告示第５第３号

　　⑵　設置対象ごとの個別事項

       (エ) 省令第28条の３第４項第３号の２および10号の規定においては，通路誘導灯

　　　　　を補完するものとして高輝度蓄光式誘導標識を設けることが定められており，

　　　　　ａ　避難口の外周やドアノブ，階段等の手すりをマーキングする標示（別紙10．

　　　　　ｂ　階段のシンボルを用いた階段始点用の標示等（別紙10．図４参照）

       (エ) 前(ア)から(ウ)までの標示については，蓄光材料を用いるもののほか，光源

　　　　　　図３参照）

　　　　　限る。）も含まれるものであること。
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　　　　　例によること。

　　　　　居室（例えば傾斜地において階全体としては地階扱いとなるが，当該居室は直

　　　　　接地上に面しているもの等）も，当該規定の要件に適合すれば免除対象となる

　　　　次によること。

　　　　　Ｄ≦150×ｈ

　　　　　  Ｄ：避難口からの当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離（ｍ）

       (イ) 大規模・高層の防火対象物等における高輝度蓄光式誘導標識等の設置は，別

　　　　省令第28条の３第４項第10号に規定する通路誘導灯を補完するために設けられる

　　　　　　ｈ：高輝度蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法（ｍ）

　　　　　省令第28条の２第１項第３号ハに規定する避難口誘導灯の設置を要しない居室

       (イ) 省令第28条の２第１項第３号イ，第２項第２号イおよび第３項第３号イに規

　　　　　確保すること。

　　　　に設置する高輝度蓄光式誘導標識は，誘導灯告示第３第１号の規定によるほか，

　　　 (ア) 省令第28条の２第１項第３号，第２項第２号および第３項第３号に規定する

　　　　　誘導灯等の設置免除の適用単位は「居室」であり，地階および無窓階に存する

　　　　　等を防止するため，踏面端部の位置等を示すように，光を発する帯状の標示等

　　　　　種別および設置位置に留意すること。

　　　　　を設けることが適当であること。

　　　　　定する「主として当該居室に存する者が利用する」避難口とは，当該居室に存

　　　　次によること（別紙11．図１参照）。

　　　　　ものであること。

　　⑶　大規模・高層の防火対象物等（停電時の長時間避難に対応した誘導標示関係）

　　　　　例によること。

　　　　　する者が避難する際に利用するものであって，他の部分に存する者が避難する

　　　　　（例えば，一階層のコンビニエンスストアにおける売場部分の出入口等）

       (ウ) 前(イ)の避難口から当該居室内の最遠の箇所までの歩行距離がおおむね15ｍ

　　　　　以上となる場合において，避難上有効な視認性を確保するためには，次式によ

　　　　　り求めた値を目安として，高輝度蓄光式誘導標識の表示面の縦寸法の大きさを

　　　　　際の動線には当たっていないものをいうものであること。

       (エ) 小規模な路面店等における高輝度蓄光式誘導標識の設置は，別紙11．図１の

　　　イ　個室型遊興店舗（通路上の煙の滞留を想定した床面等への誘導標示関係）

　　　　　省令第28条の３第４項第３号の２ただし書に規定する通路誘導灯を補完するた

　　　　めに設けられる高輝度蓄光式誘導標識は，誘導灯告示第３の２の規定によるほか，

　　　 (ア) 個室型遊興店舗（政令別表第一⑵項ニ）においては，避難経路の見とおしが

　　　　　悪く，照明も暗い等の状況が想定されることから，高輝度蓄光式誘導標識等の

　７　「消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布について（平成21年９月30日消防

　　庁予防課長通知）」第一．２「避難経路における煙の滞留を想定した誘導灯の設置基

　　　高輝度蓄光式誘導標識は，誘導灯告示第３の２の規定によるほか，次によること。

　　　 (ア) 階段（特に，避難時に下り方向で用いられるもの）においては，転倒，転落

　　　　　紙11．図３の例によること。

       (イ) 個室型遊興店舗における高輝度蓄光式誘導標識等の設置は，別紙11．図２の
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　　　 (ウ) 次のａおよびｂまでによること。

　　　　置しないことができる。

　　　 (イ) 次のａおよびｂまでによること。

　　　　　　れていること。

　　⑶　通路誘導灯を補完するために設けられる蓄光式誘導標識または光を発する帯状の

　　　ウ　標示の設置にあたっては，ドア等の出入口で途切れることなく，避難口まで連

　　　イ　消防用設備等検査済証への記載は，次の例による。

　　　 (ア) 誘導灯（蓄光式誘導標識での補完を含む。）

　　　 (イ) 誘導灯（光を発する帯状の標示での補完を含む。）

　８　特例適用の基準

　　　　　ｂ　冷凍庫内の作業に蓄電池で駆動する運搬車等を使用する場合，当該運搬車

　　　　　ａ　出入口であることを明示する緑色の灯火を設置し，かつ，当該灯火が非常

　　　については，次によることができる。

　　　　　　等に付置または付属する照明により十分な照度が保持できること。

　　　　には，通路誘導灯を設置しないことができる。

　　　ア　冷凍庫内の通路が整然と確保され，かつ，避難上十分な照度を有している場合

　　　イ　次の(ア)から(ウ)のいずれかの場合には，冷凍庫の出入口に避難口誘導灯を設

　　　 (ア) 冷凍庫内の各部分から最も近い出入口までの歩行距離が30ｍ以下の場合

　　　　　ａ　出入口であることを識別することができる表示および緑色の灯火が設けら

　　　ア　補完に必要な通路誘導灯と併せて，あらかじめ設置計画届出書を提出させる。

　　　 (ウ) 誘導灯（蓄光式誘導標識および光を発する帯状の標示での補完を含む。）

　　⑴　冷凍室または冷蔵室（以下「冷凍庫」という。）の用途に供される部分の誘導灯

　　　ウ　非常電源は，次によること。

　　　　きる。

　　　　　　電源に切替え操作を行うことができること。

　　　　　ｂ　通路部分の曲折点が１以下で，当該曲折点から出入口であることを明示す

　　　　　　る表示および緑色の灯火を容易に確認できること。

　　　　　電線等の種類（耐熱性）により金属管工事またはケーブル工事とすることがで

　　⑵　政令別表第一に掲げる防火対象物中に個人の住宅部分がある場合，昭和48年10月

　　　ア　床面またはその直近の箇所は，床面から高さ１ｍ以下とする。

　　　イ　標示は，2.5㎝以上の幅を有し性能評定を受けたものとする。

　　　　なる箇所および曲がり角に設けること。

　　　等の一部とみなし以下のとおり取扱う。

　　　標示（以下「標示」という。）は，次によること。

　　　　続して設けること。また，避難の方向を示す矢印等を，歩行距離が7.5ｍ以下と

　　⑷　通路誘導灯を補完する標識および標示の設置に係る消防用設備の届出は，誘導灯

　　準の見直し」についての運用については，次により取扱う。

　　⑴　通路誘導灯にあっては，廊下および通路の床面またはその直近の避難上有効な箇

　　⑵　通路誘導灯を補完するために設けられる蓄光式誘導標識については，誘導灯告示

　　　所に設けることを原則とする。

　　　により設けること。
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　　　ないことができる。

　　　23日付消防予第140号・消防安第42号により住宅部分に消防用設備等の設置が規制

　　　されるが，居住者が限定される住宅部分に対する誘導灯の規制については，防火対

　　　象物の構造等および避難経路等を考慮し，避難口誘導灯および通路誘導灯を設置し
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　２　通路誘導灯（省令第28条の２第２項関係）

　　○　避難階

　　○　避難階以外の階

　　○　避難階

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（階段または傾斜路以外の部分）

　１　避難口誘導灯（省令第28条の２第１項関係）

別紙１

　　　誘導灯および誘導標識の設置を要しない防火対象物またはその部分について

設置不要 設置必要

10ｍ

主要な

避難口

主要な避難口

設置不要 設置必要

20ｍ

主要な

避難口

40ｍ

（避難口誘導灯設置不要） （避難口誘導灯設置必要）

設置不要 設置必要

20ｍ

主要な

避難口
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　　○　避難階以外の階

　３　誘導標識（省令第28条の２第３項）

設置不要 設置必要

10ｍ

主要な

避難口 （避難口誘導灯設置不要） （避難口誘導灯設置必要）

30ｍ

主要な避難口

避難口誘導灯

通路誘導灯の設置不要

設置不要 設置必要

主要な

避難口

30ｍ

主要な避難口
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 ○壁面があり陰になる部分がある場合
人が若干移動（おおむね
３ｍ以内）することによ
り誘導灯を視認できる場
合には，見とおせるもの
とすること。

誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例

誘導灯を容易に見とおしかつ識別することができない例

 ○吊広告，垂れ幕がある場合

別紙２

吊具等により表示上部が
障害物より下方にある場
合は見とおせるものとす
るが，そうでない場合は
見とおしはきかないもの
とすること。

備　　考

 ○0.4ｍ以上のはりがある場合　　　　○防煙壁がある場合

 ○階段により階数が変わる場合

一定以上の高さとは通常
1.5ｍ程度とする。
なお，誘導灯がこれらの
障害物より高い位置に，
避難上有効に設けられて
いる場合には，見とおせ
るものとすること。

吊広告等により表示上部
が障害物より下方にある
場合は見とおせるものと
するが，そうでない場合
は見とおしはきかないも
のとすること。
吊広告等を設置すること
が予想される場合にはあ
らかじめ留意すること。

（ｎＦ）

（ｎ+１Ｆ）

吊広告

垂れ幕

一定以上の高さの

パーテーション

一定以上の高さの

ショーケース，棚

防煙壁

0.4ｍ以上のはり

一定以上の高さの

可動間仕切

○一定以上の高さのパーテーション

がある場合

○一定以上の高さのショーケース，

棚がある場合

○一定以上の高さの可動間仕切りが

ある場合
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　　ハ　イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下または通路に通ずる出入口（室内の各部分から容易に

　　　避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。）

　１　避難口誘導灯の設置箇所（省令第28条の３第３項第１号）

別紙３

　　イ　屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては，当該附室の出入口）

　　ロ　直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては，当該附室の出入口）

　　　【避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件】誘導灯告示第２

　　　誘導灯の設置箇所

地上

居室，廊下等

地上

附室の出入口

居室，廊下等

附 室

飲食店

椅子席

（Ａ室）

座 室

（Ｂ室）

廊下等

連続居室の設置例

居室，廊下等

居室，廊下等

階段室の出入口

附 室

階段室

附室の出入口

居 室

廊

下

居室面積が100㎡以下であれば居室の

出口の避難口誘導灯は設置を免除さ

れる。

居 室

廊

下

居室の出入口

矢印付き

この間に他の出入口が

ないこと

おおむね

３ｍ以内
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　　　る照度が確保されるように非常照明が設けられている場合を除く。）

　　イ　曲がり角

　　ハ　イおよびロのほか，廊下または通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。）を

　　　通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

　２　通路誘導灯の設置箇所（省令第28条の３第３項第２号）

　　　○　廊下または通路の各部分への通路誘導灯の配置

　　　○　避難口への廊下または通路の各部分への通路誘導灯の配置

　　ロ　前１イおよびロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所

　　ニ　イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができ

　　　るもの（くぐり戸付きの防火シャッターを含む。）がある場所（自動火災報知設備の感知器の作

　　　動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ，かつ，当該誘導標識を識別することができ

避難口誘導灯の設置が除外される例

避難口誘導灯の有効範囲

前１イおよびロ

に掲げる避難口

各通路誘導灯の有効範囲

避難口誘導灯の有効範囲 通路誘導灯の有効範囲

前１ハおよびニ

に掲げる避難口

廊 下

廊 下

感知器

非常用照明装置

廊 下

誘導標識

感知器

非常用照明装置

常時開放式防火戸（平常時） 常時開放式防火戸（作動時）

防火戸

廊 下

廊 下

避難の方向
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　　　避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順

　３　主要な避難口（省令第28条の３第３項第１号イおよびロに掲げる避難口）に設置される避難

　　ら判断して，避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく，設置位置，

　　使用機器等を調整する。

（例）

　１　省令第28条の３第３項第１号イからニまでに掲げる避難口に，避難口誘導灯を設ける（Ⓐ）。

　２　曲がり角に通路誘導灯を設ける（Ⓑ）。

　　口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設ける（Ⓒ）。

　４　廊下または通路の各部分について，Ⓐ～Ⓒの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合，当

　　該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける（Ⓓ）。

　５　以上のほか，防火対象物またはその部分の位置，構造および設備の状況ならびに使用状況か

別紙４

居室等

Ⓐ

居室等

廊 下

Ⓑ

Ⓐ

Ⓐ

Ⓒ

Ⓓ
Ⓓ
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当該部分における消灯は，映画館

別紙５

　⑵　「無人」でない状態では，消灯対象とはならないこと。

　　する必要があること。

るものであること。

使　用　状　態

消灯はできないものであること。

　となるのは同表の右欄に掲げる使用状態にある場合であること。

を伴うものを除く。）など常時暗

　出効果上，特に暗さが必要な次表の左欄に掲げる用途に供される場所であり，消灯対象

遊園地のアトラクション等の用に

　　に人が存しない状態が繰り返し継続されることをいうこと。この場合において，防災

　　センター要員，警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とみなすこと。

２　外光により避難口または避難の方向が識別できる場所

　⑴　「外光」とは，自然光のことであり，当該場所には採光のための十分な開口部が存

３　利用形態により特に暗さが必要である場所

　　省令第28条の３第４項第２号イに規定する「外光により避難口または避難の方向が選

　⑵　消灯対象となるのは，「外光」により避難口等を識別できる間に限られること。

　所」に設置する場合は，通常予想される使用状態において，映像等による視覚効果，演

　　省令第28条の３第４項第２号に規定する「防火対象物が無人である場合」とは，次に

　よること。

　別できる場所」に設置する場合は，次によること。

　　省令第28条の３第４項第２号ロに規定する「利用形態により特に暗さが必要である場

集会場等の用途に供される部分な

こと。

映画スタジオ等の用途に供される における上映時間中，劇場におけ

部分（酒類，飲食の提供を伴うも る上映中など当該部分が特に暗さ

当該部分における消灯は，営業時

供される部分（酒類，飲食の提供 間中に限り行うことができるもの

用　　　　　途

て暗さが必要とされる場所 いる時間内に限り行うことができ

であること。したがって，清掃，

さが必要とされる場所 点検等のため人が存する場合には，

　⑴　「無人」とは，当該防火対象物全体について，休業，休日，夜間等において定期的

　　　誘導灯の消灯対象

１　防火対象物が無人である場合

劇場，映画館，プラネタリウム，

が必要とされる状態で使用されて

当該部分における消灯は，催し物

のを除く。）など一定時間継続し

ど一次的（数分程度）に暗さが必 全体の中で特に暗さが必要とされ

要とされる場所 る状態で使用されている時間内に

限り行うことができるものである
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　　の状態に疎い者は含まれないこと。

４　主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場

　⑴　「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは，当該防火対象

　　物（特に避難経路）について熟知している者であり，通常出入りしていないなど内部

　　省令第28条の３第４項第２号ハに規定する「主として当該防火対象物の関係者および

　関係者に雇用されている者の使用に供する場所」に設置する場合は，次によること。

　所

　⑵　当該規定においては，政令別表第一⑸項ロ，⑺項，⑻項，⑼項ロおよび⑽項から⒂

　　項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。
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点　灯　方　法

　　　備考１　当該場所の利用形態に応じた点灯方法としては，上表に掲

別紙６

　　　誘導灯の点灯・消灯方法

が必要である場所」に設置

員，警備員，宿

消　灯　対　象

する場所」に設置する場合

直者等により，

２　点灯方法

　　合において，消灯対象ごとの点灯方法の具体例は，次表のとおりであること。

　　ウ　避難経路

　装置等

　装置

用されている者の使用に供

する場合 ○扉開放連動装

　　号ロに規定する「利用形態により特に暗さが必要である場所」に設置する場合であっ

　　て，当該必要性の観点から誘導灯の消灯時間が最小限に限定されているときは，誘導

　⑵　個々の誘導灯ごとではなく，消灯対象ごとに一括して消灯する方式とすること。

　⑶　省令第28条の３第４項第２号ロに規定する「利用形態により特に暗さが必要である

　　場所」において誘導灯の消灯を行う場合には，当該場所の利用者に対し，次に掲げる

自　動 手　動

　⑵　「当該場所の利用形態に応じて点灯」する場合には，誘導灯を消灯している場所が

　　別紙５の要件に適合しなくなったとき，自動または手動により点灯すること。この場

当該防火対象物が無人であ

　⑴　「自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯」する場合には，消灯している

　　すべての避難口誘導灯および通路誘導灯を点灯すること。

　置 当該場所の利用

○解錠連動装置 形態に応じて，

○赤外線センサ 迅速かつ確実に

　ー　等 点灯することが

○照明器具連動 防災センター要

る場合

○扉開放連動装

　置等

○照明器具連動 できる防火管理

避難の方向が識別できる場 体制が整備され

所」に設置する場合 ○光電式自動点

　滅器等

「利用形態により特に暗さ ○照明器具連動

ていること。

「外光により避難口または

「主として当該防火対象物 ○照明器具連動

　　イ　火災の際には誘導灯が点灯すること。

１　消灯方法

　　灯の消灯を自動で行う方式とすることができること。　

　装置

　装置

　　ア　誘導灯が消灯されること。

　　事項について，掲示，放送等によりあらかじめ周知すること。

　⑴　誘導灯の消灯は，手動で行う方式とすること。ただし，省令第28条の３第４項第２

の関係者および関係者に雇
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　　　　 　 げるもの等から，いずれかの方法を適宜選択すればよいこと。

　　　備考２　自動を選択した場合にあっても，点滅器を操作すること等

　　　　 　 により，手動でも点灯できるものであること。

　　ター等のほか，当該場所を見とおすことができる場所またはその付近に設けることが

　　だし，「利用形態により特に暗さが必要である場所」に設置する場合には，防災セン

　　る配線方式とすること。

　⑶　点灯または消灯に使用する点滅器，開閉器等は，防災センター等に設けること。た

　　できること。

３　配線等

　⑴　誘導灯を消灯している間においても，非常電源の蓄電池に常時充電することができ

　⑵　操作回路の配線は，省令第12条第１項第５号の規定の例によること。

　⑷　点灯または消灯に使用する点滅器，開閉器等には，その旨を表示すること。
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　⑴　熱・煙が滞留している避難経路への（積極的な）避難誘導を避けるため，省令第28

　　鳴動停止機能について」（昭和60年９月30日付け消防予第110号）に準じて，誘導灯

　　の音声誘導が停止するよう措置すること。ただし，誘導灯の設置位置，音圧レベルを

別紙７

　　　点滅機能または音声誘導機能の起動・停止方法

１　起動方法

　　声誘導機能が起動するものであること。

　⑵　音声により警報を発する自動火災報知設備または放送設備により火災警報または火

　　災放送が行われるときは，「非常放送中における自動火災報知設備の地区音響装置の

　⑶　音声により警報を発する自動火災報知設備または放送設備が設置されている防火対

　　調整する等により，火災警報または火災放送の内容伝達が困難もしくは不十分となる

　　動火災報知設備の感知器が作動したときは，当該避難口に設けられた誘導灯の点滅お

　　よび音声誘導が停止することとされていること。この場合において，当該要件に該当

　　するケースとしては，①直通階段に設けられている煙感知器の作動により，②当該直

　　通階段（またはその附室）に設けられた避難口誘導灯の点滅および音声誘導が停止す

　　ること等が，主に想定されるものであること。また，熱・煙が滞留するおそれがない

　　条の３第３項第１号イおよびロに掲げる避難口から避難する方向に設けられている自

　　中継器からの火災表示信号，発信機からの火災信号等）と連動して点滅機能および音

　⑵　省令第24条第５号ハに掲げる防火対象物またはその部分においては，地区音響装置

　　の鳴動範囲（区分鳴動／全区分鳴動）について，点滅機能および音声誘導機能を起動

　　象物またはその部分においては，点滅機能および音声誘導機能の起動のタイミングは，

　　おそれのない場合にあっては，この限りでない。

　　ことにより，自動火災報知設備の感知器の設置を要しない場所（屋外等）については，

　　火災警報または火災放送と整合を図ること。

２　停止方法

　　当該規定のために感知器を設置する必要はないこと。

　⑴　感知器からの火災信号のほか，自動火災報知設備の受信機が火災表示を行う要件（

　　することができるものとすること。
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別紙８

　　　　　○.○800

900

     1000

　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

20分後の輝度（mcd/㎡）

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

照度（㏓） 紫外線強度（μW/㎠）

　　　　　○.○

　　　　　○.○

　　　　　○.○

100

※１　「照度」，「紫外線強度」および「輝度」は，照度計（JIS C 1609-1の適合

　　品等），紫外線強度計（おおむね波長360nm～480nmの範囲を測定できるもの），

　　輝度計（色彩輝度計等）を用いて測定した結果を記載。

※２　「20分後の輝度」欄には，蓄光式誘導標識を照明器具により20分間照射し，

　　その後20分間経過した後における測定値を記載（省令第28条の３第４項第10号

　　の規定において誘導灯を補完するものとして蓄光式誘導標識を設ける場合にあ

　　っては，「60分後の輝度」として，照明器具により20分間照射し，その後60分

　　間経過した後における測定値を記載）。

※３　当該試験データを設置届に添付する等して，試験結果報告書に記載の「設置

　　場所の照度」と突合して，蓄光式誘導標識の性能を保持するために必要な照度

200

300

400

500

600

　蓄光式誘導標識の試験データ（参考例）

 ○蓄光式誘導標識の型式等：○○○○○

 ○光源となる照明器具の種類：蛍光灯・白熱電球・ＬＥＤ・その他（　　　）

 ○照明器具の型式等：○○○○○○

 ○測定機器の型式等

　 ・測 定 機 器 ：○○○○○

　 ・紫外線強度計：○○○○○

　 ・輝　 度 　計：○○○○○

700

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

　　　　　　　○.○

 15

 25

 50

　　が確保されていることを確認。

※４　蓄光式誘導標識を複数設ける防火対象物にあっては，
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　　付するとともに，

　○　試験結果報告書の「設置場所の照度」についても，各設置場所によって照度

　　が異なる場合には，当該照度の範囲（例：○○㏓～△△㏓）を記載。また，必

　　要に応じ，個別の設置箇所における照度を別紙にて添付。

※５　経年等に伴い，「照度」，「輝度」等が所期の条件に適しないことが，点検

　　等の際に明らかとなった場合には，個別の状況に応じ，照明器具の交換・変更，

　　蓄光式誘導標識の交換・変更等を適宜実施。

　○　当該防火対象物に設ける蓄光式誘導標識の型式等ごとに当該試験データを添
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　　　床面またはその直近に設ける蓄光式誘導標識の細目（イメージ）

　図１　通路誘導灯に補完して床面またはその直近に蓄光式誘導標識を設ける場合の

　　　参考例

　図２　階段，傾斜路，段差等のある場所に蓄光式誘導標識を設ける場合の参考例

　　　　※　避難する際の錯覚（踏面が極めて暗い環境のため，階段なのか踊場なのかを判断でき

　　　　　ない）による転倒，転落等を防ぐため，蓄光式誘導標識の設置高さは，統一することが

　　　　　望ましい。

別紙９

通路誘導灯

蓄光式誘導標識

おおむね

１ｍ以下

蓄光式誘導標識
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　　　参考例

　図２　階段等の踏面において端部の位置を示すように標示を行う場合の参考例

　図１　通路の床面や壁面に避難する方向に沿ってライン状に表示を行う場合の

別紙10

　　　光を発する帯状の標示等を用いた同等以上の避難安全性を有する誘導標示

　　　（イメージ）

ライン状の標示

通路誘導灯

おおむね

１ｍ以下

蓄光式誘導標識
（避難方向の明示）

ライン状の標示（踏面の端部等）
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　図３　避難口の外周やドアノブ，階段等の手すりをマーキングする標示の参考例

　(a) 避難口の外周・ドアノブ             (b) 階段等の手すり

　図４　階段のシンボルを用いた階段始点用の標示の参考例

　(a) 上り階段であることを示すシンボル   (b) 下り階段であることを示すシンボル

マーキング

避難口誘導灯

マーキング
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　図１　小規模な路面店舗（避難が容易な居室における誘導灯等の免除関係）

　　(a) 単独建屋の場合

　　(b) 防火対象物の一部に当該居室が存する場合

蓄光式誘導標識等の設置イメージ

別紙11

レジカウンター

商品棚

蓄光式誘導標識

商
品
棚

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド

商
品
棚

避
難
口

３０ｍ以下

※他の部分の避難経路は独立 コンビニバックヤード

屋外

コンビニ店舗等

蓄光式誘導標識

３０ｍ以下

商
品
棚

商
品
棚
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　図２　個室型遊興店舗（通路上の煙の滞留を想定した床面等への誘導標示関係）

参考　通路誘導灯を床面またはその直近の避難上有効な箇所に設ける場合（蓄光式

　　　誘導標識を設置しない場合）の設置イメージ

通路誘導灯

（上部に設置）

蓄光式誘導標識

（床面またはその直近の箇所に設置）

おおむね

１ｍ以下

通路誘導灯

（床面またはその直近の箇所に設置）
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